
公務・労働・通勤災害、年金等の受給状況については、該

当の回答を選んで〇をつけてください。

介護保険法による給付は、該当の場合のみ記入してくださ

い。

・原則として月ごとの請求となりますが、１枚の請求書で、複数月の同時請求が可能です。

（例・１～２月末日までの請求期間分を、３月に請求）

・全ての必要書類に記入し必要書類を添付したうえで、所属所の共済組合事務担当課へ提出し

てください。

共済組合事務担当課が所属所⾧の証明を行い、共済組合へ提出します。

※退職後の期間も給付を受けることができる場合

任意継続組合員の方は、初回請求時を除き、共済組合へ郵送等により直接提出できます。

（所属所⾧の証明は不要です。）

初回請求を行う方や、任意継続組合員ではない方は、退職前の所属所の共済組合事務担当課

へ提出してください。


